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沼
津
市
に
転
入
届
を
出
す
ま
で
は
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を
し
な
い
で
く
だ

さ
い
。
申
請
後
か
ら
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
が

交
付
さ
れ
る
前
に
住
所
を
変
更
す
る
と
、
申

請
し
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
無
効
に
な
っ
て

し
ま
い
、
沼
津
市
で
申
請
し
直
し
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

11
月
30
日
に
通
知
カ

ー
ド
を
受
け
取
り
ま

し
た
。
12
月
15
日
に

沼
津
市
に
引
っ
越
す

予
定
で
す
。

ど
う
な
る
の
？

10
月
15
日
に
世
帯
全

員
で
伊
豆
の
国
市
内

で
引
っ
越
し
を
し

て
、
転
居
届
を
出
し

て
あ
り
ま
す
。

ど
う
な
る
の
？

11
月
15
日
に
世
帯
全

員
で
伊
豆
の
国
市
内

で
引
っ
越
し
を
し
ま

し
た
が
、
市
役
所
に

ま
だ
転
居
届
を
出
し

て
い
ま
せ
ん
。

ど
う
な
る
の
？

　

11
月
中
旬
か
ら
前
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が

送
ら
れ
、「
宛
所
な
し
」
で
市
役
所
に
返
戻

さ
れ
ま
す
。
市
民
課
で
は
、
転
居
届
出
済
み

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
新
し
い
通
知
カ
ー

ド
を
転
居
先
の
住
所
に
簡
易
書
留
・
転
送
不

要
で
お
送
り
し
ま
す
。
送
付
時
期
は
、
12
月

か
ら
平
成
28
年
１
月
の
予
定
で
す
。

　

11
月
中
旬
か
ら
前
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が

送
ら
れ
、「
宛
所
な
し
」
で
市
役
所
に
返
戻

さ
れ
ま
す
。
通
知
カ
ー
ド
を
送
っ
た
住
所
へ

「
通
知
カ
ー
ド
受
け
取
り
の
ご
案
内
」
は
が

き
を
送
り
ま
す
。（
郵
便
局
の
転
居
・
転
送

サ
ー
ビ
ス
を
申
し
込
ん
で
い
る
人
は
、
そ
の

転
居
・
転
送
先
に
届
き
ま
す
。）
市
民
課
窓

口
（
本
庁
の
み
）
で
転
居
届
を
出
し
、
通
知

カ
ー
ド
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

お
住
ま
い
の
住
所
と
住
民
票
の
住
所
が
違
う
人
、
ま
た
は
10
月

５
日
以
降
に
住
民
異
動
届
を
し
た
人
は
、
通
知
カ
ー
ド
が
お
手
元

に
届
く
の
が
遅
れ
ま
す
。

　

通
知
カ
ー
ド
の
下
に
付
い
て
い
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請

書
は
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
を
変
更
す
る
と
、
使
え

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

10
月
中
旬
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
「
通
知
カ
ー
ド
」
の
発
送
が
全
国
で
順
次
開
始
さ
れ
、
伊
豆
の
国
市

で
は
11
月
中
旬
か
ら
発
送
が
始
ま
り
ま
し
た
。
市
内
で
最
大
１
カ
月
程
度
の
受
け
取
り
の
時
間
差
が
生

じ
て
い
ま
す
。
12
月
中
に
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
に
は
、
市
民
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

10
月
前
後
に
引
っ
越
し
な

ど
で
お
住
ま
い
が
変
わ
っ
た

人
は
、「
通
知
カ
ー
ド
」
が

伊
豆
の
国
市
や
前
住
地
の
市

区
町
村
の
市
民
課
に
返
戻
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
住
民
異
動
の
手
続
き
が

お
済
み
の
人
に
は
、
新
し
い

住
所
へ
再
送
し
ま
す
。

　
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
市
役

所
へ
返
戻
さ
れ
て
い
て
、
異

動
手
続
き
が
確
認
で
き
な
い

人
に
は
、
普
通
は
が
き
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。市
民
課（
本

10
月
５
日
に
住
民
登
録
し
て
い
る
場
所
へ
発
送
し
て
い
ま
す

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
掲
載
さ

れ
た
顔
写
真
付
き
の
カ
ー
ド
で

す
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
付
き
カ
ー
ド
で
、
券
面
に

氏
名
や
住
所
、
個
人
番
号
な
ど
の

記
載
と
、
本
人
の
顔
写
真
な
ど
が

表
示
さ
れ
ま
す
。
顔
写
真
付
き
の

公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
、
一

般
的
な
本
人
確
認
の
手
続
き
に
お

い
て
も
、
本
人
確
認
書
類
と
し
て

使
え
ま
す
。

 

通
知
カ
ー
ド
は

簡
易
書
留
で
届
き
ま
す

　

不
在
の
場
合
は
、
簡
易
書
留
ご

不
在
連
絡
票
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専

用
）
が
、
自
宅
の
ポ
ス
ト
に
入
り

ま
す
。

届
き
ま
し
た
か
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

通
知
カ
ー
ド

庁
の
み
）
で
、
異
動
届
と
同
時

に
「
通
知
カ
ー
ド
」
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
住
民
異

動
の
手
続
き
を
し
て
い
な
い
人

は
、
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

郵
便
局
の
保
管
期
間
内
に
不

在
な
ど
で
受
け
取
れ
な
か
っ
た

場
合
も
、
市
役
所
に
返
戻
さ
れ

ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
は
が
き

の
と
お
り
、
市
民
課
窓
口
（
本

庁
の
み
）
で
受
け
取
り
を
お
願

い
し
ま
す
。

申
請
し
て
く
だ
さ
い
！

通
知
カ
ー
ド
だ
け
で
は

身
分
証
明
書
と
し
て
使
え
ま
せ
ん

　

こ
ん
な
人
は
注
意
!!
②

　

こ
ん
な
人
は
注
意
!!
①

個
人
番
号
カ
ー
ド

申請方法は次の 3つ

問 市役所市民課（本庁）
☎ 055-948-2901

マイナ
ンバー

をお知
らせす

る通知
カード

簡易書留で確実にお届け

自分の写真が入った
個人番号カード

市役所
じゃないよ

市役所で
受け取ってね！

新住所に送り
なおすので
待っててね！

引っ越すまで、
申請は待ってね！

通知カードや個人番号カード交
付申請書は使えません。お手数
ですが、ご遺族は通知カードを
市役所に返納してください。個
人番号カードを申請した後、交
付前に亡くなられた場合は、市
が国へ返還します。

お子さんの出生届を出すと、
住民票が作られます。その
際に個人番号が付与され、
届出の住所に通知カードが
送られます。世帯の他の人
とは別の封筒で、送付時期
も異なります。

亡くなった人は？生まれた子は？

みほん

12
月
中
に
通
知
カ
ー
ド
が
届
か
な
い
人
は
…

通知カードに付いている
申請書で（郵送）

スマートフォンで パソコンで
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